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おはようございます。 

  委員の皆様におかれましては、公私とも大変お忙しいところ、総会にご出席いただ

き誠にありがとうございます。 

  本日、欠席の届け出が、１５番、佐藤敏光委員から出ております。 

  また、本日は総会終了後に役員会を予定しておりますのでスムーズな進行にご協力 

くださいますようお願い申し上げます。 

 

  それでは、定刻となりましたので、ただいまから第９回大仙市農業委員会総会を開

催いたします。                      (午前１０時 開会) 
  はじめに、会長からご挨拶を頂戴いたします。 

 

（会長挨拶） 

 

  ありがとうございました。 

  会議に先立ち出席委員数をご報告させていただきます。 

   ただいまの出席者は２３名となっております。会議規則第９条の規定による定足数

に達しており、本総会は成立していることをご報告申し上げます。 

 続きまして、前回２月７日の総会から本日までの主な業務報告を申し上げます。お

手元に配付しております第９回総会までの業務報告書をご覧願います。 

  ２月７日に第８回農業委員会総会を委員２２名、推進委員４名の出席をいただき、

ここ神岡農村環境改善センターにて開催しております。 

２月１６日に、広報専門委員会を委員６名の出席をいただき、神岡庁舎２階情報活

動室において開催しております。４月１日発行の農業委員会だより第２６号の掲載記

事等についてご協議いただいております。 

２月２０日には、農政専門委員会を委員１１名の出席をいただき、神岡農村環境改

善センターにて開催しております。令和６年度大仙市農作業標準賃金・料金表につい

てご協議いただいております。 

終了後に農地専門委員会を委員９名の出席をいただき、同会場において開催してお

ります。令和５年度大仙市農地賃借料情報及び農地パトロール結果についてご協議い

ただいております。 

  以上で、主な業務報告といたします。 

  それでは、大仙市農業委員会会議規則により会議の進行は会長にお願いいたしま

す。 

 

 

本日の会議を開会します。 

  はじめに、議事録署名委員を決めたいと思いますが、当席より指名することにご異

議ございませんか。 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認め、１８番、泉芳博委員、１９番、竹原まゆみ委員の両名を議事録署

名委員に指名いたします。 

 

 

議案第１号の大仙市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱についてを議題と

します。 

 

議案第１号、大仙市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱について 

  農業委員会等に関する法律第１７条第１項の規定により、大仙市農業委員会農地利

用最適化推進委員の委嘱について審議を求める 
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令和６年３月８日 提出           

大仙市農業委員会 会長 細谷 精悦 

 

事務局の説明を求めます。 

 

皆様ご存じのとおり、昨年１２月４日に大曲６番の山崎長清推進委員がご逝去され

ました。今年１月１２日に役員会を開催し、欠員への対応についてご協議いただき、

結果、推進委員１名を募集し、補充することに決定いたしました。 

１月１６日から２月１５日までの間、市のホームページに掲載し、募集しましたと

ころ、１名の方から応募がありました。その後、大仙市農業委員会農地利用最適化推

進委員の選任に関する要綱第６条に規定された推進委員候補者の評価委員会を書面

決議により実施し、候補者として選任されたことから、委員会の承認を求めるもので

ございます。 

議案書２ページをご覧ください。候補者の氏名は、荒川洋男さんです。住所は、○

○○○○○○○○○○○○○○、会社員として働く傍ら、水稲や野菜を栽培しており

ます。また、大曲土地改良区の理事を務めていらっしゃいます。やる気もあり、農協

勤務の経験から農業に対して、とても真面目に取り組んでいる方だと伺っておりま

す。 

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

 

説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

質疑無いようですので、これより採決いたします。 

第 1 号議案について、原案のとおり承認することに賛成の方は挙手を願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり候補者を農地利用最適化推進委員に承認 

し、委嘱することに決定いたします。 

 

ここで委嘱状交付のため暫時休憩します。事務局は準備してください。 

（午前１０時８分 休憩） 

準備が整いましたので、荒川推進委員は入場願います。 

（荒川推進委員 入場） 
 

ただいまから、大仙市農地利用最適化推進委員へ委嘱状の交付を行います。 

 会長から委嘱状を交付していただきますので、会長は前にお進み願います。 

 荒川推進委員は会長の正面にお進みください。                           

（荒川推進委員 会長の正面に起立） 

 

大曲６番、荒川洋男様 

 

荒川洋男、農地利用最適化推進委員に委嘱する。 

 

令和６年３月８日 大仙市農業委員会 

（委嘱状を交付） 

 

以上をもちまして、委嘱状の交付を終了いたします。 

会長は自席にお戻り願います。荒川推進委員は席を用意しておりますので、この後
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も会議に参加していただくようお願いいたします。 

（荒川推進委員 自席へ移動し着席） 

                         （午前１０時１０分 再開） 

 

休憩以前に引き続き、会議を再開します。 

議案第２号の農地法第３条の規定による許可申請についてを議題とします。 

 

議案第２号、農地法第３条の規定による許可申請について 

  農地法第３条の規定により、下記農地の申請があったので審議を求める 

 

令和６年３月８日 提出          

大仙市農業委員会 会長 細谷 精悦  

 

議案第２号、案件１番を議題とします。 

案件１番は、○番、○○○委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定により

○○委員の退席を求めます。 

（○○委員 退席） 

 

事務局の説明を求めます。 

 

３ページの１番をご覧ください。 

農地の所在は、内小友○○○○○○○○、地目が田、面積が○○○平方メートル、

外、田７筆、計８筆、合計面積○○○○○平方メートルです。売買による所有権移転

です。譲渡人は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、６１歳。譲受人は、

○○○○○○○○○○○、○○○さん、７１歳です。 

申請理由につきまして、譲渡人の○○さんは所有している農地を○○さんが代表を

務める法人に貸していますが、自身が耕作する予定がないことから、農地を手放すこ

とを考えていました。今回、○○さんに相談し、売買でまとまったものになります。 

なお、後ほど改めて説明しますが、農業振興地域内にある分については強化法で、そ

れ以外の河川区域内などの農地は、農地法第３条での申請となります。売買価格は、

１０アール当たり○○円、総額○○○○○○円になります。売買価格が低く設定され

ていますが、これは当該農地が土地改良区の範囲に入っていないこと、また、耕作不

便であることからこの様な金額となっています。 

この案件は、農地法第３条の各要件を満たしているものと思われます。 

よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。 

 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 
無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

○番、○○委員の入場を求めます。 

（○○委員 入場） 

 

 

次に、議案第２号、案件２番から２５番までを議題とします。 

事務局の説明を求めます。 
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４ページの４番をご覧ください。 

農地の所在は、角間川町○○○○○○○○、地目が畑、面積○○平方メートル、外、

田１筆、計２筆、合計面積○○○○○平方メートルです。贈与による所有権移転です。 

譲渡人は、○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、８２歳。譲受人は、○○○○

○○○○○○○、○○○○さん、７４歳です。 

申請理由につきまして、譲渡人の○○さんは農業を行う後継者がおらず、また、自

身が高齢であることから、生前に農地を処分したいと考えていました。当初は、当該

農地を耕作している方に相談しておりましたが、耕作者の他の農地と離れていて不便

であることなどから話がまとまらなかったため、近隣に住む○○さんに改めて相談を

持ちかけ、贈与での申請となりました。 

 

７ページの８番をご覧ください。 

農地の所在は、内小友○○○○○○○○、地目が田、面積○○○平方メートル、外、

田２筆、計３筆、合計面積○○○○○平方メートルです。新規の使用貸借権設定です。 

貸付人は、○○○○○○○○○○、○○○○○さん、８７歳。借受人は、○○○○○

○○○○○、○○○さん、６５歳です。 

申請理由につきまして、貸付人の○○さんは自身が高齢になったことから、経営面

積を縮小し、出来れば近くの方に農地を貸したいと考えておりました。今回、近隣を

耕作している○○さんにその旨を伝えたところ、話がまとまったため申請に至ったも

のです。設定期間は５年で、使用貸借となっておりますが、これは当該農地が山間に

あり不整形であることと、改良区の範囲外で水の便が悪いことから、賃借料は不要と

いう貸付人の意向によるものです。 

 

１１ページの１０番をご覧ください。 
農地の所在は、神宮寺○○○○○○○○○、地目が畑、面積○○○平方メートル、

１筆です。売買の案件です。譲渡人は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、 
戸嶋智子さん、５３歳です。譲受人は、○○○○○○○○○○○○○、○○○さん、

６８歳です。 
申請理由につきましては、譲渡人の○○さんは、現在、神奈川県に住んでいますが、

旧神岡町出身で、相続により農地を取得した方になります。また、申請のあった農地

は、譲受人の自宅や畑に隣接していることから、以前より購入を希望しておりました。

今回、改めて相談のうえ、売買の申請となったものです。総額は○○○円、１０

アール当たりに割り返しますと○○○○○○○円と高額となっておりますが、譲受人

の意向によるものです。 
 

２１ページの２１番をご覧ください。 

農地の所在は、上野田○○○○○○○○、地目は田、面積○○○○○平方メートル、

１筆です。贈与による所有権移転です。譲渡人は、○○○○○○○○○○、○○○○

さん、９２歳。譲受人は、○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、４０歳です。 

理由といたしまして、○○○○さんと○○○○さんは、○○さんの妻が○○さんの

祖父と兄妹で、親戚関係です。○○さんは、高齢となり、自分で耕作することが出来

ないため貸付していましたが、以前から○○さんに贈与したいと考えておりました。

この度、貸借契約の期間満了を機に、○○さんに相談をし、話がまとまったものです。 

 

議案第２号につきましては、ただいま説明いたしました４件の外に、有償所有権移

転２件、交換２件、無償所有権移転１件、賃貸借権設定の新規４件、使用貸借権設定

の新規３件、更新８件がございます。 

３２ページ、３３ページの農地法第３条の調査書をご覧ください。農地法第３条第

２項各号には該当しない旨記載したもので、結果許可要件を満たしているものと考え
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ます。 

よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

 

説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 
質疑無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり許可することに決定しました。 

 

 

次に、議案第３号の農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認に

ついてを議題とします。 

 

議案第３号、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について 

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）附則第

５条の改訂に伴い、改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、

下記農用地利用集積計画の決定について意見を求める 

 

             令和６年３月８日 提出         

大仙市農業委員会 会長 細谷 精悦 

 

議案第３号、案件１番を議題とします。 

本案件は、○番、○○○委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定により○

○委員の退席を求めます。 

（○○委員 退席） 

 

事務局の説明を求めます。 

 

３４ページの１番を説明いたします。 

所有権を移転する農地は、内小友○○○○○○○○○、外、田４筆、計５筆、合

計面積○○○○○平方メートルです。所有権を移転する方は、○○○○○○○○○

○○○○○、○○○○さん、６１歳です。所有権の移転を受ける方は、○○○○○

○○○○○○、○○○さん、７１歳です。売買価格は１０アール当たり○○○円、

総額○○○○○○○○円です。 

申請理由として、当該農地は現在、○○さんが代表を務める法人が借り受けて耕作

しておりますが、○○さんは以前から農地を手放したいと考えておりました。そこで、

○○さんに相談したところ話がまとまり、売買にいたったものです。 

ただいま説明いたしました１番につきましては、改正前の農業経営基盤強化促進法

第１８条第３項各号の要件を満たしているものと考えられます。 

よろしくご審議くださるよう、お願い申し上げます。 

 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 
無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 
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全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

○番、○○委員の入場を求めます。 

（○○委員 入場） 

 

 

議案第３号、案件１８番から２０番を議題とします。 

本案件は、○○番、○○○○○委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定に

より○○○委員の退席を求めます。 

（○○○委員 退席） 

 

事務局の説明を求めます。 

 

４６ページ１８番から４７ページ２０番までは関連がありますので、一括でご説

明いたします。 

農地の所在は、土川○○○○○○○、地目は田、面積が○○○平方メートル、外、 

田１３筆、合計面積○○○○○○○平方メートルです。利用権を設定する方は、○

○○○○○○○○○○○、○○○○○さん、６４歳、外３名です。利用権の設定を

受ける方は、○○○○○○○○○○、○○○○○さん、６６歳です。設定期間は５

年、１０アール当たりの単価が米○○○俵の契約となっております。 

申請理由といたしまして、申請農地は、以前より、作業受委託契約により、○○○

さんが耕作していたものになりますが、今回、強化法により契約を見直すものです。

なお、当該地は、水はけが悪く、生産性が低いなど耕作条件の悪いことや、耕作して

もらえるなら安くても構わないという出し手の方の意向により、この様になっていま

す。 

この案件は、改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たして

いるものと思われます。 

よろしくご審議くださるよう、お願い申し上げます。 

 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

○○番、○○○委員の入場を求めます。 

（○○○委員 入場） 

 

 

議案第３号、案件２１番から２３番を議題とします。 

本案件は、○○番、○○○○委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定によ

り○○委員の退席を求めます。 

（○○委員 退席） 

 

事務局の説明を求めます。 

 

４８ページ２１番から４９ページ２３番までは、関連がありますので一括で説明い

たします。 
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議 長 

 

利用権を設定する農地は、太田町中里○○○○○○○○、地目は田、面積○○○○○

平方メートル、外、田１３筆、計１４筆、合計面積○○○○○○○平方メートルです。 

利用権を設定する方は、○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、７２歳、外２

名です。利用権の設定を受ける方は、○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、

７２歳と、○○○○さんの子の○○○さん、４２歳です。 

申請理由は、いずれの案件も利用権設定期間の満了に伴う更新です。設定期間は、

２１番と２２番が３年、２３番が他の契約と終期を揃えるため８年１１カ月としてい

ます。賃借料は、いずれも１０アール当たり○○○○○○○円です。 

本案件は、改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしてい

るものと考えられます。 

よろしくご審議くださるよう、お願い申し上げます。 

 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

○○番、長澤委員の入場を求めます。 

（○○委員 入場） 

 

 

議案第３号、案件２４番を議題とします。 

本案件は、○○番、○○○○○委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定に

より○○委員の退席を求めます。 

（○○委員 退席） 

 

事務局の説明を求めます。 

 

４９ページの２４番を説明します。 

利用権を設定する農地は、南外○○○○○○○○、地目は田、面積が○○○○○平

方メートル、１筆です。新規の利用権設定の案件です。利用権の設定をする方は、○

○○○○○○○○○、○○○○さん、７１歳です。利用権の設定を受ける方は、○

○○○○○○○○○○、○○○○○さん、７１歳です。契約期間は２年、賃借料は

○○○○○円です。 

理由といたしまして、所有者の○○さんは労力不足から経営規模の縮小を考え、近

くの方に耕作をお願いしたいと思っていました。今回、近くで耕作している○○さん

にその旨を相談し、借り受けに応じてくれたものになります。なお、契約期間につい

ては、他の契約と終期を合わせるため、２年契約としています。 

この案件は改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たして 
いるものと考えております。 

よろしくご審議くださるよう、お願い申し上げます。 

 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 
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議 長 
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本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

○○番、○○委員の入場を求めます。 

（○○委員 入場） 

 

 

議案第３号、案件２５番から２９番を議題とします。 

本案件は、○○番、○○○○○委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定に

より○○委員の退席を求めます。 

（○○委員 退席） 

 

事務局の説明を求めます。 

 

５０ページから５４ページ、２５番から２９番は、関連がありますので合わせて説

明いたします。 

利用権を設定する農地は、神宮寺○○○○○○、地目は田、面積○○○平方メート

ル、外、田４５筆、計４６筆、合計面積○○○○○○○平方メートルです。利用権の

更新の案件です。利用権を設定する方は、○○○○○○○○○○、○○○○さん、

８１歳、外４名です。利用権の設定を受ける方は、○○○○○○○○○○○、○○○

○○○、○○○○○、○○○さんになります。設定期間は５年、１０アール当たりの

賃借料は、ほ場状況により○○○○○円から○○円となっております。 

ただいまご説明いたしました２５番から２９番につきましては、改正前の農業経営

基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えられます。 

よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。 

 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

○○番、○○委員の入場を求めます。 

（○○委員 入場） 

 

 

議案第３号、案件３０番、３１番を議題とします。 

本案件は、○○番、○○○○委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定によ

り○○委員の退席を求めます。 

（○○委員 退席） 

 

事務局の説明を求めます。 

 

５５ページの３０番と３１番を合わせてご説明します。 
利用権を設定する農地は、豊川○○○○○○、地目が田、面積が○○○平方メート

ル、外、田３筆、計４筆、合計面積○○○○○○○平方メートルです。３０番が新規

の利用権設定、３１番が期間満了に伴う更新です。利用権を設定する方は、○○○○
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○○○○○○、○○○○さん６８才、外１名です。利用権の設定を受ける方は、○○

○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○、○○○○さんです。 
２案件ともに設定期間は１０年で、１０アール当たりの賃借料は○○円です。 

新規の利用権設定である３０番の申出理由といたしましては、これまで当該農地を

耕作していた方から経営規模の縮小を理由に今後の耕作を断られ、近隣を耕作してい

る○○○○○○○○○が応じてくれたものになります。 
２案件ともに改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし

ているものと思われます。 

よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。 
 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

○○番、○○委員の入場を求めます。 

（○○委員 入場） 

 

 

議案第３号、案件１８５番から１９１番を議題とします。 

本案件は、○○番、○○○○委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定によ

り○○委員の退席を求めます。 

（○○委員 退席） 

 

事務局の説明を求めます。 

 

１４８ページから１５１ページの１８５番から１９１番について、関連があります

ので一括で説明いたします。 
利用権を設定する農地は、角間川町○○○○○○○○○○、地目は田、面積○○○○

○平方メートル、外、田２５筆、畑１筆、計２７筆、合計面積○○○○○○○平方メート

ルです。農地中間管理機構を活用した新規の利用権設定です。利用権を設定する方は、 
○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、９０歳、外７名です。公益社団法人秋

田県農業公社が借り受けます。秋田県農業公社から先ほどの農地を借り受ける方は、 

○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、６１歳です。期間は全て１０年間。

賃借料は１０アール当たり○○○○○円から○○○○○○円、及び使用貸借で賃借料

の違いは圃場の条件によるものです。 
申請理由として、○○さんが現在強化法等で契約している農地を中間管理事業に切

り替えるものです。 
ただいま説明いたしました１８５番から１９１番につきましては、改正前の農業経

営基盤強化促進法第１８条第３項各号の要件を満たしているものと考えられます。 
よろしくご審議くださるよう、お願い申し上げます。 

 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
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（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

○○番、○○委員の入場を求めます。 

（○○委員 入場） 

 

 

議案第３号、案件１９２番、１９３番を議題とします。 

本案件は、○○番、○○○○委員の関係議案であります。 

本日、○○委員は欠席しておりますので、一般案件と同様の取り扱いとして審議い

たします。 

 

事務局の説明を求めます。 

 

１５１ページの１９２番から１９３番について、関連がありますので一括で説明い

たします。 

利用権を設定する農地は、高関上郷○○○○○○○、地目は田、面積○○○平方

メートル、外、田１筆、計２筆、合計面積○○○平方メートルです。農地中間管理機

構を活用した新規の利用権設定です。利用権を設定する方は、○○○○○○○○○○、

○○○○さん、５６歳、外１名です。公益社団法人秋田県農業公社が借り受けます。 

秋田県農業公社から先ほどの農地を借り受ける方は、○○○○○○○○○○○、○○

○○○○○○○○○○○○、○○○○、○○○○さんです。 
申請理由として、花館・高関上郷地区の圃場整備事業に関連して、新たに事業に追

加される農地を法人に貸し付けるものです。大半の対象農地について、令和４年１０

月に契約されています。契約期間は全て２０年間で、面積が小さいため使用貸借とな

っています。 

 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

 

 

  議案第３号審議の途中ですが、ここで暫時休憩します。 

（午前１０時４２分 休憩） 

 

休憩以前に引き続き会議を再開します。      （午前１０時４５分 再開） 

次に、議案第３号、案件２番から１７番、３２番から１８４番、１９４番から２６９

番までを議題とします。 

 

事務局の説明を求めます。 

 

３７ページの６番を説明いたします。 

売買による所有権移転です。所有権を移転する農地は、神宮寺○○○○○○、地

目は田、面積○○○○○平方メートル、外、田１筆、畑２筆、計４筆、合計面積○
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参 与 

○○○○平方メートルです。所有権を移転する方は、○○○○○○○○○○○○○

○、○○○○○さん、６９歳です。所有権の移転を受ける方は、○○○○○○○○

○、○○○○○○○○○○、○○○○○、○○○さんです。 

申出理由としまして、所有者の○○○さんは病気により労力不足なことから、経

営規模の縮小を希望し農地を手放したいと考え、近隣を耕作する○○○○○○が買

受に応じたものになります。売買価格は、１０アール当たり○○○○○○○円、総

額○○○円となっています。売買価格について低くなっていますが、何れの農地も

耕作不便で生産性の低い農地であり、また、○○○さんからの安くても構わないの

で処分したいとの意向によるものです。 

 

次に３７ページの７番を説明いたします。 

所有権を移転する農地は、土川○○○○○○、地目は田、○○○○○平方メート

ル１筆です。所有権を移転する方は、○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、

８９歳です。所有権の移転を受ける方は、○○○○○○○○○○、○○○○○○○

○○、○○○○○、○○○○さんです。売買価格は１０アール当たり○○円で、総

額○○○○○○○円です。 

申出理由と致しまして、申請農地はこれまで耕作をお願いしていた方に返還され、

自分でも耕作することができない状態でした。○○○○○が所有する農地と連坦し

ていることから買い受けをお願いし、○○○○○がこれに応じたものです。 
 

３９ページの１１番をご覧ください。 
所有権を移転する農地は、協和峰吉川○○○○○○○○、地目は田、面積○○○平

方メートル、外、田５筆、計６筆、合計面積は○○○○○平方メートルです。所有権

を移転する方は、○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○、○○○○さん、７６

歳です。所有権の移転を受ける方は、○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、

７７歳です。売買価格は１０アール当たり○○円、総額○○○○○○○○円となって

おります。 
申し出理由といたしまして、申請のあった農地は、以前より○○さんが借り受けて

耕作していたものになります。所有者の○○さんは高齢となり、後継者がおらず、農

地を処分したいと考えておりました。今回、耕作者の○○さんに相談したところ話が

まとまったものです。なお、売買価格については、当該農地はぬかりやすく、また、

区画の狭く耕作が不便なことからこの価格となっております。 

 

４３ページの１６番について説明いたします。 

売買による所有権移転です。所有権を移転する農地は、太田町国見○○○○○○○○、

地目は田、面積○○○○○平方メートル、外、田８筆、計９筆、合計面積○○○○○平

方メートルです。所有権を移転する方は、○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、

６７歳です。所有権の移転を受ける方は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さ

ん、７０歳です。売買価格は、１０アール当たり○○円、総額○○○○○○○○円とな

っております。 

申出理由といたしまして、申請農地は譲受人の○○さんが耕作している農地で、貸付

地の売渡になります。譲渡人の○○さんは、契約期間満了に伴い農地の処分を考え、今

回、○○さんへ売買の相談したところ、これに応じてくれたものになります。なお、売

買価格が低く設定されておりますが、これまで長年耕作してもらったことを考慮し、譲

渡人から申し出があった金額と伺っております。 

 

５８ページの３８番について説明いたします。 
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事務局長 

 

 

 

利用権を設定する農地は、花館○○○○○○○○○○○、地目は畑、面積○○○平

方メートル、外、田１筆、計２筆、合計面積○○○○○平方メートルです。利用権を

設定する方は、○○○○○○○○○○○、○○○○さん、５６歳です。利用権の設定

を受ける方は、○○○○○○○○○○、○○○○さん、６９歳です。 

申請理由として、申請農地の近隣で耕作する○○さんが、新規に借り受けるものに

なります。契約内容について、使用貸借となっておりますが、当該農地は長く作付け

されておらず荒廃が進んでおり、再生に労力を伴うことなど耕作条件が悪いことか

ら、当面の間、５年間については使用貸借による契約としております。 

 

６７ページ、６８ページの５１番から５５番について、関連がありますので一括し

て説明いたします。 
利用権を設定する農地は、四ツ屋○○○○○○○○○、地目は畑、面積○○○平方

メートル、外、田１筆、畑７筆、計９筆、合計面積○○○○○平方メートルです。利

用権設定期間の満了に伴う更新です。利用権を設定する方は、○○○○○○○○○○

○、○○○○さん、７３歳、外４名です。利用権の設定を受ける方は、○○○○○○

○○○○○○、○○○○○○○○○○、○○○○○、○○○○さんです。 

申請理由につきましては、何れの農地も耕作が不便であることから、所有者の方か

ら荒廃しないよう、主に草刈等の管理を依頼されていることから、契約更新により使

用貸借となっています。 
 

次に９５ページの１００番をご説明します。 
利用権を設定する農地は、長野○○○○○○○、地目が田、面積○○○○○平方

メートル、１筆です。新規の使用貸借権設定です。利用権を設定する方は、○○○

○○○○○○○○○○○○○、○○○○○さん、７１歳です。利用権の設定を受け

る方は、○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○、○○○○○、○○

○○さんです。設定期間は、５年です。 
申請理由といたしまして、○○さんが所有する仙北市にある農地は、圃場整備事業

の区域内であることから、すべて農地中間管理事業を利用し、○○○○○○○に貸付

しております。また、大仙市に有る農地はこの申請地だけになりますが、土地改良区

の受益外で水利条件も悪く、今回、これまで耕作されていた方から解約を申し出され

ました。自身で管理していくことが難しいことから、管理してもらえるのであれば賃

借料はいらないと○○さんからの申し出があり使用貸借とするものです。 

 

１１５ページの１２８番をご覧ください。 
利用権を設定する農地は、協和中淀川○○○○○○○○○○、地目は田、面積

○○○平方メートル、外、田５筆、計６筆、合計面積は○○○○○平方メートル

です。新規の使用貸借の設定です。利用権を設定する方は、○○○○○○○○○

○○○○、○○○○○さん、８４歳。利用権の設定を受ける方は、○○○○○○

○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○、○○○○、○○○○さんです。 
申請理由といたしまして、当該農地は中山間に位置しており耕作が不便なこと

から、自分で保全管理をしていましたが、高齢となり管理することが難しくなっ

てきました。その様なことから、今回、近隣を耕作しており、また、自身が所有

する他の農地の耕作をお願いしている○○○○○○○○○○に相談のうえ、お願

いするものです。なお、○○○さんからは荒らすよりも無償でもいいので、管理

してもらう方が良いとの意向から使用貸借となっています。 
 

その他の案件についてご説明させていただきます。 

議案第３号につきましては、ただいま説明いたしました１２件の外に、所有権移転

１２件、賃貸借権設定の新規１２５件、更新９４件、使用貸借権設定の新規２件がご

ざいます。 
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議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

議 長 
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  今回の所有権移転における田の売買価格の内容につきましては、説明案件を除き、

１０アール当たり○○○円から○○○○○○○○円と幅がございます。これは、各地

域のほ場の条件、契約者双方の意向及び実情を踏まえた妥当な契約金額と推察してお

ります。 

  次に、賃貸借権設定における田の賃借料の金額でありますが、説明案件を除き、１０

アール当たり○○○○○円から○○円と幅がございます。これについても、ほ場等の

条件や契約者双方の意向もあり、妥当な契約金額と推察しております。 

  いずれも改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしている

ものと考えておりますので、よろしくご審議の上ご承認賜りますようお願い申し上げま

す。 

 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

 

 

次に、議案第４号の農用地利用集積等促進計画案の承認についてを議題とします。 

 

議案第４号、農用地利用集積等促進計画案の承認について 

  農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条、及び第１９条の規定による農用地

利用集積等促進計画案について意見を求める 

 

             令和６年３月８日 提出        

大仙市農業委員会 会長 細谷 精悦 

 

事務局の説明を求めます。 

 

申し訳ございませんが２１０ページの１番については、○○番、○委員の関係議案

ですので、○委員の退席ということで進めさせていただきます。 

（○委員 退席） 

 

すみません。 

事務局の説明を求めます。 

 

２１０ページの１番を説明いたします。 

農地の所在は、太田町太田○○○○○○○○○、地目は畑、面積○○○○○平方

メートル、１筆です。農地中間管理機構を利用した、受け手の変更契約です。利用

権の設定を受ける方は、○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○

○○○、○○○○、○○○○さんです。設定期間と賃借料につきましては、前の契

約を引き継いだものになります。 

申出理由といたしまして、申請農地は太田地域の新興地区ほ場整備の受益地であ

り、以前から中間管理権を使用貸借権の設定がされている農地です。当該農地は、

昨年、面工事が行われ今年から○○○○○○○○と合作地になることから、利便性

を考え受け手の変更をするものです。 

本案件は、農地中間管理事業の推進に関する法律 第１８条、及び第１９条の各要
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議 長 
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議 長 

 

参 与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 与 

 

 

 

 

 

 

 

 

件を満たしているものと考えられます。 

よろしくご審議くださるよう、お願い申し上げます。 

 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

○○番、○委員の入場を求めます。 

（○委員 入場） 

 

 

次に、議案第４号の案件２番から８番までを議題とします。 

 

事務局の説明を求めます。 

 

２１０ページの２番について説明いたします。 

農地の所在は、下深井○○○○○○○、地目は田、面積○○○○○平方メートル、 

外、田５筆、計６筆、合計面積○○○○○平方メートルです。農地中間管理機構を利

用した、受け手の変更契約です。利用権の移転を受ける方は、○○○○○○○○○○、

○○○○さん、４８歳です。設定期間と賃借料につきましては、前の契約を引き継い

だものになります。 

申請理由として、当該農地は現在、○○○さんが借り受けていますが、○○さんが

耕作する農地から少し離れた場所にあり耕作不便なため、近隣を耕作する○○さんに

相談したところ、○○さんが引き受けに応じたものです。 

 

２１１ページ３番と４番は、関連がありますので合わせてご説明します。 

  農地の所在は、鑓見内○○○○○○○、地目は田、面積○○○平方メートル、外、

田１筆、計２筆、合計面積○○○○○平方メートルです。農地中間管理機構を利用し

た、受け手の変更契約です。利用権の移転を受ける方は、○○○○○○○○○○○○、

○○○○さん、７５歳、外１名です。設定期間と賃借料につきましては、前の契約を

引き継いだものになります。 

申請理由として、前の借受人の○○○○○○○○○○○○○○○は、所有者が耕作

していた田をすべて借り受けしておりましたが、当該農地２筆は区画が狭いことから

耕作に不便を感じておりました。そこで、それぞれの隣接地を耕作する方に相談をし

たところ、受け手の変更に応じてくれたものです。 

 

２１１ページから２１３ページ、５番から８番について一括でご説明いたします。 

本案件については、仙北地域の中間管理事業の借受人の変更案件になりますが、変更

理由を中心に説明をいたします。 

農地の所在は、払田○○○○○○○、地目は田、面積○○○○○平方メートル、外、 

田１６筆、合計面積○○○○○○○平方メートルです。５番の利用権の設定を受ける

方は、○○○○○○○○○、○○○○さん、５８歳です。 

理由といたしましては、前の借受人は、○○○○さんになりますが、○○さんは体

調がすぐれず経営規模を縮小したいと考え、○○さんに相談し話がまとまったものに

なります。 

次に６番から８番の利用権の設定を受ける方は、○○○○○○○○○○、○○○○ 
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伊藤農政専門
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議 長 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

さん、６５歳です。 

理由といたしましては、前の借受人は、○○○○○○さんになりますが、○○○さ 

んは労力不足により経営規模の縮小を考え、○○さんに相談し話がまとまったものに 

なります。 

なお、何れの案件とも、借受期間、借受金額については、前の契約を引き継いだも 

のになります。 

 

議案第４号の８件について説明させていただきました。 

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり承認することに決定しました。 

 

 

次に、報告第１号の令和６年度大仙市農作業標準賃金・料金表についてを議題とし

ます。 

 

報告第１号、令和６年度大仙市農作業標準賃金・料金表について 

  令和６年度大仙市農作業標準賃金・料金表について、大仙市農業委員会専門委員会

設置規程第７条に基づいて報告する 

 

     令和６年３月８日 提出 

       大仙市農業委員会 農政専門委員会委員長 伊藤 悟 

 

伊藤農政専門委員長より報告願います。 

 

去る２月２０日に農政専門委員会を開きまして、委員の方々から決定していただ

きました。資材等の価格高騰を考慮し、また隣接町村の価格も参考にしながら、議

案書の２１５ページに掲載してあるとおりの価格に決定しました。この価格は、農

業委員会だより第２６号に掲載される予定でございます。また、令和６年度大仙市

農作業標準賃金・料金表として、事務局をはじめ各分室の窓口に紙ベースで備えつ

けられるほか、大仙市のホームページでも公開する予定でございます。なお、一般

作業の１日７，５００円につきましては、今年の１０月に最低賃金の見直しがあっ

た場合、その金額に見合った金額へ変更する予定としております。 

以上、報告いたします。 

 

以上、報告といたします。 

 

 

次に、報告第２号の大仙市農業委員会農地賃借料情報についてを議題とします。 

 

報告第２号、大仙市農業委員会農地賃借料情報について 

  大仙市農業委員会農地賃借料情報について、大仙市農業委員会専門委員会設置規程
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議 長 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７条に基づいて報告する 

 

    令和６年３月８日 提出 

      大仙市農業委員会 農地専門委員会委員長 髙橋 勝範 

 

髙橋農地専門委員長より報告願います。 

 

それでは大仙市農業委員会農地賃借料情報について、私から報告いたします。 

去る２月２０日の午後から農地専門委員会を開催し、２１７ページのように決定

いたしました。委員会の中では様々な意見が出されましたが、この情報は令和５年中

の農地法、強化法、そして中間管理機構を通して契約された案件の平均額、最高額、

最低額の情報提供になります。農地法規定により、実際に取引された契約の賃借料に

ついて、客観的に公表することとなっております。なお、留意事項として記載してい

ますが、ほ場の状況や条件、資材価格、及び燃料費の価格変動などを考慮のうえ、契

約時に、貸し手の方、借り手の方が、賃借料を決定するための目安として活用いただ

くものになります。ご理解をお願いします。 

  この情報につきましては、４月１日発行の農業委員会だより、及び大仙市のホーム

ページに掲載するほか、事務局及び各分室に紙ベースで備え付け、市民の方々へ周知

する予定です。 

  以上、報告いたします。 

 

以上、報告といたします。 

 

 

本日の日程は全て終了いたしました。 

その他、事務局から何かございませんか。 

 

  その他 

（１） 能登半島地震義援金について 

（２） 大仙市農業委員会職員歓送迎会について 

 

委員の方々から何かありませんか。 

  無いようですので、以上をもちまして、第９回大仙市農業委員会総会を閉会いたし

ます。 

  本日は、ご苦労様でした。 

                                        (午前１１時２１分 閉会) 

 

 

 

 

 

 

 


